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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湯水を貯える竪型殻状の槽本体に、外部へ湯水を供給する給湯口、内部へ湯を注入する
注湯口、内部へ原水を供給する給水口、内部から取水する取水口、及び前記給湯口から外
部へ供給した湯水を内部へ返送するための返湯口が設けてある貯湯槽において、
　前記給湯口は槽本体の天井に配設してあり、前記注湯口及び返湯口は槽本体の天井側に
配設してあり、前記給水口及び取水口は槽本体の底部側に配設してあり、
　前記注湯口に連通した第１管部材及び前記返湯口に連通した第２管部材が、槽本体内に
延設してあり、両管部材の内径より大きい内径の有底筒状をなし、槽本体内の天井近傍に
、その開口を前記天井に臨ませて配置した第１上側整流器内に、第１管部材の先端部及び
第２管部材の先端部がそれぞれ挿入させてあり、
　また、前記給水口に連通した第３管部材及び前記取水口に連通した第４管部材が、槽本
体内に延設してあり、両管部材の内径より大きい内径の有底筒状をなし、槽本体内の底部
近傍に、その開口を前記底部に臨ませて配置した第１下側整流器内に、第３管部材の先端
部及び第４管部材の先端部がそれぞれ挿入させてあることを特徴とする貯湯槽。
【請求項２】
　湯水を貯える横型殻状の槽本体に、外部へ湯水を供給する給湯口、内部へ湯を注入する
注湯口、内部へ原水を供給する給水口、内部から取水する取水口、及び前記給湯口から外
部へ供給した湯水を内部へ返送するための返湯口が設けてある貯湯槽において、
　前記槽本体内の天井に、前記注湯口の内径及び返湯口の内径より大きい内径のトンネル
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状の第２上側整流器が貯湯槽の長手方向へ設けてあり、また、槽本体内の底部に、前記給
水口の内径及び取水口の内径より大きい内径のトンネル状の第２下側整流器が貯湯槽の長
手方向へ設けてあり、
　前記給湯口、注湯口及び返湯口は、前記第２上側整流器内に連通させてあり、前記給水
口及び取水口は、前記第２下側整流器内に連通させてあることを特徴とする貯湯槽。
【請求項３】
　湯水を貯える殻状の槽本体を具備する貯湯槽と、水を加熱して湯を供給する加熱器と、
互いに加熱器と前記貯湯槽との間に架設してあり、貯湯槽から取水する取水管及び貯湯槽
へ湯を注入する注湯管と、前記取水管に介装してあり貯湯槽内の水を加熱器へ送給するポ
ンプと、前記貯湯槽外へ湯水を供給する給湯管と、貯湯槽内へ原水を供給する給水管と、
前記給湯管に連通し、貯湯槽へ返湯する返湯管とを備える給湯装置において、
請求項１又は２に記載の貯湯槽を備えることを特徴とする給湯装置。
【請求項４】
　更に、前記貯湯槽内の温度を検出する検温器と、この検温器が検出した温度に基づいて
前記ポンプの運転を制御する制御器とを備え、前記検温器は、前記槽本体の底部近傍に配
置してある請求項３記載の給湯装置。
【請求項５】
　前記槽本体の高さ方向へ前記検温器と位置を異ならせて配設してあり、貯湯槽内の温度
を検出する一又は複数の他の検温器を更に備え、前記制御器は、前記検温器から与えられ
る温度信号及び前記他の検温器から与えられる温度信号の内、前記ポンプの運転の制御に
用いる温度信号を切り替える切替手段を具備する請求項４記載の給湯装置。
【請求項６】
　前記切替手段は、前記検温器及び／又は他の検温器に対応して、任意の切替時刻を設定
することができる切替時刻設定手段と、時刻を計測する時計とを具備し、この時計が計測
した時刻と前記切替時刻設定手段で設定された時刻とが一致したとき、対応する検温器か
ら与えられる温度信号に切り替えるようにしてある請求項５記載の給湯装置。
【請求項７】
　前記給水管で供給される原水の温度を検出する原水用検温器を備え、前記切替手段は、
前記原水用検温器が検出した原水の温度及び予め設定された基準温度に基づいて、前記切
り替え動作を行うようにしてある請求項５記載の給湯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、湯を貯える貯湯槽、及び該貯湯槽を備える給湯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　給水管によって貯湯槽内に水を充填する一方、この貯湯槽と加熱器との間に介装した循
環路によって貯湯槽内の水を加熱器との間で循環しつつ、加熱器の加熱によって昇温させ
た湯水を貯湯槽に貯え、この湯水を、貯湯槽に連結してある給湯管から給湯する給湯装置
が開発されている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　図１０は従来の給湯装置の構成を示す模式図であり、図中、１００は湯水を貯える貯湯
槽である。この貯湯槽１００の内部構造については後述する。貯湯槽１００は、円筒状の
本体１１０ａの上下端を部分球形状の天井部１１０ｂ及び底部１１０ｃで封止してなる槽
本体１１０を備えてなり、槽本体１１０の底部１１０ｃには複数の脚部が設けてある。本
体１１０ａの底部１１０ｃ近傍の位置には、水道水等の原水を供給する給水管１５０が連
結してあり、該給水管１５０から貯湯槽１００内に原水が加圧供給される。これによって
、貯湯槽１００内が加圧状態に維持されている。
【０００４】
　また、貯湯槽１００には、貯湯槽１００内の貯蔵水を昇温すべく取水する取水管１５３
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の一端が、前述した給水管１５０の連結位置とは周方向へ位置を異ならせて取り付けてあ
り、該取水管１５３の他端は、水を加熱する加熱器１４０の入水口に連結してある。この
取水管１５３の中途位置には、貯湯槽１００内の貯蔵水を加熱器１４０へ給送するポンプ
１４１が介装してある。前述した加熱器１４０には、加熱昇温した湯水を出水する出水口
が設けてあり、該出水口には、前記貯湯槽１００へ湯水を注入する注湯管１５４の一端が
連結してある。そして、注湯管１５４の他端は、貯湯槽１００の本体１１０ａであって天
井部１１０ｂ近傍の位置に連結してある。
【０００５】
　一方、貯湯槽１００の天井部１１０ｂ中央には、該貯湯槽１００内に貯えられた湯水を
使用場所へ供給する給湯管１５１が連結してあり、貯湯槽１００内の湯水は内部圧力によ
って給湯管１５１内へ吐出される。この給湯管１５１には、蛇口・シャワーヘッド等に連
通する複数の枝管が連結してあり、給湯管１５１内を通流する湯水は各枝管へ供給される
。蛇口・シャワーヘッド等が連結する各連結管には前述した給水管１５０に連通する枝管
も接続してあり、各連結管内で湯水と原水とを混合することによって、所要の温度の湯水
を使用し得るようにしてある。
【０００６】
　前記給湯管１５１は、貯湯槽１００の本体１１０ａの略中央位置に連結した返湯管１５
２に連通しており、給湯管１５１内を通流する湯水は返湯管１５２によって貯湯槽１００
へ還流される。このように、貯湯槽１００内の湯水が給湯管１５１及び返湯管１５２によ
って循環されているため、前述した枝管へ所定温度の湯水を供給することができる。
【０００７】
　図１１は図１０に示した貯湯槽１００の縦断面図である。なお、図中、図１０に示した
部分に対応する部分には、同じ番号を付してその説明を省略する。図１１に示した如く、
貯湯槽１００の本体１１０ａであって底部１１０ｃ近傍の位置には、槽内に連通し、図１
０に示した加熱器１４０へ取水するための端寸筒状の取水口１０４が突設してあり、加熱
器１４０によって加熱・昇温された湯は、貯湯槽１００の本体１１０ａであって天井部１
１０ｂ近傍の位置に突設した筒状の注湯口１０５から貯湯槽１００内に注入される。
【０００８】
　一方、貯湯槽１００の本体１１０ａであって前記取水口１０４と略同じ位置には、原水
を供給する給水口１０３が取水口１０４と対向配置してあり、該給水口１０３から貯湯槽
１００内に原水が圧入される。また、貯湯槽１００の天井部１１０ｂの略中央位置には、
槽内に連通する端寸筒状の給湯口１０２が突設してあり、給湯口１０２から図１０に示し
た給湯管１５１へ湯水が吐出されるようになっている。そして、給湯管１５１及び返湯管
１５２を循環した湯水は、貯湯槽１００の本体１１０ａであって前記給水口１０３より少
し上方の位置に設けた返湯口１０６から貯湯槽１００内へ還流するようになっている。
【０００９】
　また、貯湯槽１００の本体１１０ａの略中央には、貯湯槽１００内の貯蔵水の温度が所
定温度以下になったとき図１０に示したポンプ１４１を駆動させるサーモスタット１４２
の検温器１４３が本体１１０ａの壁面を貫通する態様で取り付けてある。
【特許文献１】特開２０００－１７９９４１号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、このような給湯装置では、湯水の使用状態に応じて、貯湯槽内の湯水を一時的
に、加熱器の加熱能力を超えて給湯することがあるが、かかる場合、従来の給湯装置にあ
っては、次のような問題があった。
【００１１】
　図１２は、従来の貯湯槽内の湯水を、加熱器の加熱能力を超えて給湯した場合の貯湯槽
内の貯蔵水の温度変化を模式的に示す図面である。なお、図中、図１１に示した部分に対
応する部分には同じ番号を付してその説明を省略する。
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【００１２】
　図１２（ａ）に示した如く、給湯口１０２から、加熱器の加熱能力以内で給湯している
場合、貯湯槽１００の上位位置に配設してある注湯口１０５から、加熱器によって加熱・
昇温された後の湯水が注入されており、サーモスタットの検温器１４３を設けた位置より
上方の上層は、略６５℃～７５℃の高湯水温領域Ｒｈになっている。給湯口１０２から供
給された湯水は循環中の放熱により温度が低下し、貯湯槽１００の検温器１４３と給水口
１０３との間の位置に配設してある返湯口１０６から槽内へ還流されており、検温器１４
３を設けた位置より下方の中層は、略４５℃～６５℃の帯状の中湯水温領域Ｒｍになって
いる。一方、貯湯槽１００の下位位置に配設してある給水口１０３から、給湯量に応じた
量の原水が給水され、貯湯槽１００の下層は、返湯口１０６から還流された返湯と原水と
の混合によって２５℃～４５℃の帯状の低湯水温領域Ｒｌになっている。そして、貯湯槽
１００の最下層は、２５℃未満の水温領域Ｒｗになっている。
【００１３】
　しかし、給湯口１０２から、加熱器の加熱能力を超えた給湯が開始されると、図１２（
ｂ）に示した如く、貯湯槽１００から吐出される給湯量に応じた量の原水が給水口１０３
から貯湯槽１００内に供給される一方、加熱器によって加熱・昇温された湯が注湯口１０
５から槽内へ流入される量は、槽外へ流出する給湯量より少ないため、高湯水温領域Ｒｈ
が減少し始めると共に、中湯水温領域Ｒｍ及び低湯水温領域Ｒｌが拡大する。
【００１４】
　加熱器の加熱能力を超えた給湯が続くと、図１２（ｃ）に示した如く、高湯水温領域Ｒ
ｈが消失した後、中湯水温領域Ｒｍが減少し始める一方、低湯水温領域Ｒｌが更に拡大す
る。そして、ついには、図１２（ｄ）（ｅ）に示した如く、中湯水温領域Ｒｍも消失して
、低湯水温領域Ｒｌ及び水温領域Ｒｗのみとなる。
【００１５】
　一般に、シャワー等でお湯として有効な湯温は、略４５℃～６５℃の中湯温以上の湯温
であるので、上述した図１２（ｄ）（ｅ）のような状態では、かかる有効温度の湯水を供
給することができない。従って、このような状態が発生することを回避しなければならな
いが、上述した如き従来の給湯装置にあっては、容量が大きい貯湯槽１００を設置しなけ
ればならないため、貯湯槽１００に要する部品コストが高く、また、広い設置スペースを
要するという問題があった。
【００１６】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、部品コ
ストを低減し得ると共に、より狭い設置スペースに設置することができる貯湯槽、及び該
貯湯槽を備える給湯装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　請求項１記載の本発明は、湯水を貯える竪型殻状の槽本体に、外部へ湯水を供給する給
湯口、内部へ湯を注入する注湯口、内部へ原水を供給する給水口、内部から取水する取水
口、及び前記給湯口から外部へ供給した湯水を内部へ返送するための返湯口が設けてある
貯湯槽において、前記給湯口は槽本体の天井に配設してあり、前記注湯口及び返湯口は槽
本体の天井側に配設してあり、前記給水口及び取水口は槽本体の底部側に配設してあり、
前記注湯口に連通した第１管部材及び前記返湯口に連通した第２管部材が、槽本体内に延
設してあり、両管部材の内径より大きい内径の有底筒状をなし、槽本体内の天井近傍に、
その開口を前記天井に臨ませて配置した第１上側整流器内に、第１管部材の先端部及び第
２管部材の先端部がそれぞれ挿入させてあり、また、前記給水口に連通した第３管部材及
び前記取水口に連通した第４管部材が、槽本体内に延設してあり、両管部材の内径より大
きい内径の有底筒状をなし、槽本体内の底部近傍に、その開口を前記底部に臨ませて配置
した第１下側整流器内に、第３管部材の先端部及び第４管部材の先端部がそれぞれ挿入さ
せてあることを特徴とする。
【００２５】
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　請求項２記載の本発明は、湯水を貯える横型殻状の槽本体に、外部へ湯水を供給する給
湯口、内部へ湯を注入する注湯口、内部へ原水を供給する給水口、内部から取水する取水
口、及び前記給湯口から外部へ供給した湯水を内部へ返送するための返湯口が設けてある
貯湯槽において、前記槽本体内の天井に、前記注湯口の内径及び返湯口の内径より大きい
内径のトンネル状の第２上側整流器が貯湯槽の長手方向へ設けてあり、また、槽本体内の
底部に、前記給水口の内径及び取水口の内径より大きい内径のトンネル状の第２下側整流
器が貯湯槽の長手方向へ設けてあり、前記給湯口、注湯口及び返湯口は、前記第２上側整
流器内に連通させてあり、前記給水口及び取水口は、前記第２下側整流器内に連通させて
あることを特徴とする。
【００２７】
　請求項３記載の本発明は、湯水を貯える殻状の槽本体を具備する貯湯槽と、水を加熱し
て湯を供給する加熱器と、互いに加熱器と前記貯湯槽との間に架設してあり、貯湯槽から
取水する取水管及び貯湯槽へ湯を注入する注湯管と、前記取水管に介装してあり貯湯槽内
の水を加熱器へ送給するポンプと、前記貯湯槽外へ湯水を供給する給湯管と、貯湯槽内へ
原水を供給する給水管と、前記給湯管に連通し、貯湯槽へ返湯する返湯管とを備える給湯
装置において、請求項１又は２に記載の貯湯槽を備えることを特徴とする。
【００２８】
　請求項４記載の本発明は、更に、前記貯湯槽内の温度を検出する検温器と、この検温器
が検出した温度に基づいて前記ポンプの運転を制御する制御器とを備え、前記検温器は、
前記槽本体の底部近傍に配置してあることを特徴とする。
【００２９】
　請求項５記載の本発明は、前記槽本体の高さ方向へ前記検温器と位置を異ならせて配設
してあり、貯湯槽内の温度を検出する一又は複数の他の検温器を更に備え、前記制御器は
、前記検温器から与えられる温度信号及び前記他の検温器から与えられる温度信号の内、
前記ポンプの運転の制御に用いる温度信号を切り替える切替手段を具備することを特徴と
する。
【００３０】
　請求項６記載の本発明は、前記切替手段は、前記検温器及び／又は他の検温器に対応し
て、任意の切替時刻を設定することができる切替時刻設定手段と、時刻を計測する時計と
を具備し、この時計が計測した時刻と前記切替時刻設定手段で設定された時刻とが一致し
たとき、対応する検温器から与えられる温度信号に切り替えるようにしてあることを特徴
とする。
【００３１】
　請求項７記載の本発明は、前記給水管で供給される原水の温度を検出する原水用検温器
を備え、前記切替手段は、前記原水用検温器が検出した原水の温度及び予め設定された基
準温度に基づいて、前記切り替え動作を行うようにしてあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３７】
　請求項１記載の本発明によれば、注湯口に連通した第１管部材及び返湯口に連通した第
２管部材が、槽本体内に延設してあり、両管部材の内径より大きい内径の有底筒状をなし
、槽本体内の天井近傍に、その開口を前記天井に臨ませて配置した第１上側整流器内に、
第１管部材の先端部及び第２管部材の先端部がそれぞれ挿入させてあり、また、給水口に
連通した第３管部材及び取水口に連通した第４管部材が、槽本体内に延設してあり、両管
部材の内径より大きい内径の有底筒状をなし、槽本体内の底部近傍に、その開口を前記底
部に臨ませて配置した第１下側整流器内に、第３管部材の先端部及び第４管部材の先端部
がそれぞれ挿入させてあるため、貯湯槽内のほとんどの領域を湯にすることができ、従来
と同じ容積の貯湯槽で有効温度の湯水をより多量に貯蔵することができるため、より少な
い容量の貯湯槽を適用することができる。従って、貯湯槽に要する部品コストを低減し得
ると共に、より狭い設置スペースに設置することができる。
【００３８】
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　また、請求項２記載の本発明によれば、槽本体内の天井に、注湯口の内径及び返湯口の
内径より大きい内径のトンネル状の第２上側整流器が貯湯槽の長手方向へ設けてあり、ま
た、槽本体内の底部に、前記給水口の内径及び取水口の内径より大きい内径のトンネル状
の第２下側整流器が貯湯槽の長手方向へ設けてあり、給湯口、注湯口及び返湯口は、第２
上側整流器内に連通させてあり、給水口及び取水口は、第２下側整流器内に連通させてあ
るため、注湯口から注入される湯、及び返湯口から返送される湯水は第２上側整流器内で
混合され温度が低減されると共に流速が減じられて第２上側整流器の開口から槽本体内の
天井へ緩やかに流出される。このとき、第２上側整流器が横型の槽本体の長手方向へ設け
てあるため、天井の長手方向へ拡がり、撹拌・対流が生じ難い。従って、第２上側整流器
の開口から流出された湯は、貯湯槽内で撹拌・対流を生じることが可及的に防止され、貯
湯槽の天井から底部へ、順次積層される態様で、即ち、原水との界面を保った状態で貯え
られて行く。
【００３９】
　また、給水口から給水される原水は、前同様、第２下側整流器によって緩やかに槽本体
内の底部へ導かれてそこに貯えられて行く。従って、貯湯槽内で撹拌・対流を生じること
が可及的に防止され、内部に供給された原水は、槽本体の底部に留まり、湯と原水との界
面が乱れることなく保たれる。
【００４０】
　ところで、請求項３記載の本発明では、上述した如き貯湯槽を備えるため、貯湯槽に要
する部品コストを低減し得ると共に、より狭い設置スペースに貯湯槽を設置することがで
きる。
【００４１】
　請求項４記載の本発明によれば、貯湯槽内の温度を検出する検温器と、この検温器が検
出した温度に基づいて前記ポンプの運転を制御する制御器とを備え、前記検温器は、前記
槽本体の底部近傍に配置してあるため、槽本体内の略全領域が所定の温度の湯に保たれる
。
【００４２】
　請求項５記載の本発明によれば、槽本体の高さ方向へ前記検温器と位置を異ならせて配
設してあり、貯湯槽内の温度を検出する一又は複数の他の検温器を更に備え、前記制御器
は、前記検温器から与えられる温度信号及び前記他の検温器から与えられる温度信号の内
、前記ポンプの運転の制御に用いる温度信号を切り替える切替手段を具備するため、貯湯
槽内で高湯水温領域と水温領域との界面を維持した状態で給湯運転を行うことができるの
に加え、切替手段で与えられる温度信号を切り替えることによって、貯湯槽に貯蔵される
有効温度の湯水の容量を、貯湯槽の天井部から対応する検温器が取付けられた高さ位置ま
での容量にそれぞれ変更させることができる。これによって、貯湯槽からの給湯状況に応
じた容量の湯水を貯湯槽内に蓄えることができるので、原水の加熱に要する燃料コストを
可及的に低減することができ、給湯装置のランニングコストを小さくすることができる。
【００４３】
　請求項６記載の本発明によれば、切替手段は、前記検温器及び／又は他の検温器に対応
して、任意の切替時刻を設定することができる切替時刻設定手段と、時刻を計測する時計
とを具備し、この時計が計測した時刻と前記切替時刻設定手段で設定された時刻とが一致
したとき、対応する検温器から与えられる温度信号に切り替えるようにしてあるため、時
間帯に応じて貯湯槽からの給湯状況が変化する場合、それに対応する時刻を予め設定して
おくことによって、貯湯槽に貯蔵される有効温度の湯水の容量を自動で変更させることが
でき、管理者は切替作業という煩雑な作業から解放される。
【００４４】
　請求項７記載の本発明によれば、前記貯湯槽に原水を供給する給水管で供給される原水
の温度を検出する原水用検温器を備え、切替手段は、原水用検温器が検出した原水の温度
及び予め設定された基準温度に基づいて、前記切り替え動作を行うようにしてあるため、
季節で変化する原水の温度に応じて、貯湯槽に貯蔵される有効温度の湯水の容量を自動で
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変更させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　本発明では、湯水を貯える殻状の槽本体の天井に、外部へ湯水を供給する給湯口（第１
連通口）が配設してあり、槽本体の天井側に、内部へ湯を注入する注湯口（第１連通口）
が配設してあり、槽本体の底部側に、内部へ原水を供給する給水口（第２連通口）及び内
部から取水する取水口（第２連通口）が配設してある。
【００４６】
　なお、槽本体に第１連通口を１つ設けておき、この第１連通口によって、外部への湯水
の供給と、内部への湯の注入を第２連通口とを行うようにしてもよい。同様に、槽本体に
第２連通口を１つ設けておき、この第２連通口によって、内部への原水の供給と、内部か
らの取水とを行うようにしてもよい。
【００４７】
　この槽本体内の天井又はその近傍に、注湯口（第１連通口）から注入される湯を、減速
させつつ槽本体の天井へ導く上側整流部材が配置してあり、注湯口（第１連通口）から注
入された湯は、上側整流部材によって緩やかに槽本体内の天井へ導かれてそこに貯えられ
て行く。従って、貯湯槽内で撹拌・対流を生じることが可及的に防止され、注入された湯
は貯湯槽の天井から底部へ、順次積層される態様で、即ち、原水との界面を保った状態で
貯えられて行く。
【００４８】
　一方、槽本体内の底部又はその近傍に、給水口（第２連通口）から供給される原水を、
減速させつつ槽本体の底部へ導く下側整流部材が配置してあり、給水口（第２連通口）か
ら内部に供給された原水は、下側整流部材によって緩やかに槽本体内の底部へ導かれてそ
こに貯えられて行く。従って、前同様、貯湯槽内で撹拌・対流を生じることが可及的に防
止され、内部に供給された原水は、槽本体の底部に留まり、湯と原水との界面が乱れるこ
となく保たれる。
【００４９】
　これによって、貯湯槽内のほとんどの領域を湯にすることができ、従来と同じ容積の貯
湯槽で有効温度の湯水をより多量に貯蔵することができるため、より少ない容量の貯湯槽
を適用することができる。従って、貯湯槽に要する部品コストを低減し得ると共に、より
狭い設置スペースに設置することができる。
【００５０】
　また、本発明では、貯湯槽内に配置した上側整流部材内の流路の断面面積は、注湯口の
断面面積（第１連通口から注入される湯の流路の断面面積）より大きく、これによって、
注湯口から注入される湯は、上側整流部材内に流入するとその流速が低減され、緩やかな
流れとなって貯湯槽内の天井へ導かれる。同様に、貯湯槽内に配置した下側整流部材内の
流路の断面面積は、給水口の断面面積（第２連通路から供給される原水の流路の断面面積
）より大きく、給水管から供給される原水は、下側整流部材内に流入するとその流速が低
減され、緩やかな流れとなって貯湯槽内の底部へ導かれる。
【００５１】
　更に、本発明では、注湯口から注入される湯は、上側整流部材の内面に衝突して進行方
向が天井へ変更されるようにしてあり、給水口から供給される原水は、下側整流部材の内
面に衝突して進行方向が底部へ変更されるようにしてある。このように、湯及び原水は、
上側整流部材の内面及び下側整流部材の内面にそれぞれ衝突した後、その向きを変えられ
て槽本体内の天井及び底部へ導かれるため、これによっても流速が低減され、より減速さ
れた湯及び原水が槽本体内の天井及び底部へ導かれる。
【００５２】
　また、本発明では、前述した取水口は下側整流部材の流路中から取水するようにしてあ
るため、給水口から下側整流部材の流路内へ供給された原水の一部がそのまま取水され、
これによって、原水の供給が槽本体内に与える撹拌の影響が低減される。また、取水口の
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断面面積を下側整流部材の流路の断面面積より小さくしておくことによって、槽本体内か
ら緩やかに取水することができ、槽本体内からの取水が槽本体内に与える撹拌の影響を可
及的に低減することができる。
【００５３】
　ところで、給湯口から外部へ供給した湯水を内部へ返送するための返湯口が槽本体に設
けてある場合、本発明では、槽本体に返湯口が、直接又は管状部材を介して、上側整流部
材内へ返湯するように設けてある。これによって、槽本体内に返送された湯水は、注湯口
から注入される湯と混合して温度差が低減された後、槽本体内の天井へ緩やかに導かれる
ため、返湯が槽本体内に与える撹拌・対流の影響が可及的に低減される。
【００５４】
　本発明を竪型の貯湯槽に適用した場合は次のような構成になる。即ち、湯水を貯える竪
型殻状の槽本体の天井に、外部へ湯水を供給する給湯口が配設してあり、槽本体の天井側
に、内部へ湯を注入する注湯口及び給湯口から外部へ供給した湯水を内部へ返送するため
の返湯口が配設してあり、槽本体の底部側に、内部へ原水を供給する給水口及び内部から
取水する取水口が配設してある。
【００５５】
　前記注湯口には第１管部材が連通させてあり、返湯口には第２管部材が連通させてあり
、両管部材は、槽本体内の直径方向へ互いに対向するように延設してある。槽本体内の天
井近傍には、両管部材の内径より大きい内径の有底筒状をなし、その開口を前記天井に臨
ませて第１上側整流器が配置してあり、この第１上側整流器内に、第１管部材の先端部及
び第２管部材の先端部がそれぞれ挿入させてある。第１上側整流器内には、第１管部材の
先端部から湯が、また第２管部材の先端部から返送された湯水が流入され、湯及び湯水は
第１上側整流器内で混合され温度が低減されると共に流速が減じられて第１上側整流器の
開口から槽本体内の天井へ緩やかに流出される。このとき、両管部材が、槽本体内の直径
方向へ互いに対向するように延設してあるため、湯及び湯水は互いに衝突し、これによっ
ても流速が低減される。従って、第１上側整流器の開口から流出された湯は、貯湯槽内で
撹拌・対流を生じることが可及的に防止され、貯湯槽の天井から底部へ、順次積層される
態様で、即ち、原水との界面を保った状態で貯えられて行く。
【００５６】
　一方、給水口には第３管部材が連通させてあり、取水口には第４管部材が連通させてあ
り、両管部材は、槽本体内の直径方向へ互いに対向するように延設してある。槽本体内の
底部近傍には、両管部材の内径より大きい内径の有底筒状をなし、その開口を前記底部に
臨ませた第１下側整流器が配置してあり、この第１下側整流器内に、第３管部材の先端部
及び第４管部材の先端部がそれぞれ挿入させてある。これによって、給水口から内部に供
給された原水は、前同様、第１下側整流器によって緩やかに槽本体内の底部へ導かれてそ
こに貯えられて行く。従って、前同様、貯湯槽内で撹拌・対流を生じることが可及的に防
止され、内部に供給された原水は、槽本体の底部に留まり、湯と原水との界面が乱れるこ
となく保たれる。
【００５７】
　これによって、貯湯槽内のほとんどの領域を湯にすることができ、従来と同じ容積の貯
湯槽で有効温度の湯水をより多量に貯蔵することができるため、より少ない容量の貯湯槽
を適用することができる。従って、貯湯槽に要する部品コストを低減し得ると共に、より
狭い設置スペースに設置することができる。
【００５８】
　また、本発明を横型の貯湯槽に適用した場合は次のような構成になる。即ち、湯水を貯
える横型殻状の槽本体内の天井に、注湯口の内径及び返湯口の内径より大きい内径のトン
ネル状の第２上側整流器が貯湯槽の長手方向へ設けてあり、また、槽本体内の底部に、給
水口の内径及び取水口の内径より大きい内径のトンネル状の第２下側整流器が貯湯槽の長
手方向へ設けてある。そして、給湯口、注湯口及び返湯口は、第２上側整流器内に連通さ
せてあり、給水口及び取水口は、第２下側整流器内に連通させてある。
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【００５９】
　これによって、注湯口から注入される湯、及び返湯口から返送される湯水は第２上側整
流器内で混合され温度が低減されると共に流速が減じられて第２上側整流器の開口から槽
本体内の天井へ緩やかに流出される。このとき、第２上側整流器が横型の槽本体の長手方
向へ設けてあるため、天井の長手方向へ拡がり、撹拌・対流が生じ難い。従って、第２上
側整流器の開口から流出された湯は、貯湯槽内で撹拌・対流を生じることが可及的に防止
され、貯湯槽の天井から底部へ、順次積層される態様で、即ち、原水との界面を保った状
態で貯えられて行く。
【００６０】
　また、給水口から給水される原水は、前同様、第２下側整流器によって緩やかに槽本体
内の底部へ導かれてそこに貯えられて行く。従って、貯湯槽内で撹拌・対流を生じること
が可及的に防止され、内部に供給された原水は、槽本体の底部に留まり、湯と原水との界
面が乱れることなく保たれる。
【００６１】
　ところで、本発明に係る給湯装置は、前述した貯湯槽を備えるため、貯湯槽に要する部
品コストを低減し得ると共に、より狭い設置スペースに貯湯槽を設置することができる。
【００６２】
　また、本発明に係る給湯装置は、槽本体の底部近傍に配置し検温器が所定温度以下の温
度を検出した場合、制御器はポンプを起動させて、槽本体内から取水させ、それを加熱器
へ送って加熱させ、注湯管及び注湯口から槽内へ湯を供給させる。これによって、槽本体
内の略全領域が所定の温度の湯に保たれる。
【００６３】
　一方、本発明に係る給湯装置は、貯湯槽内の温度を検出する一又は複数の他の検温器が
、槽本体の高さ方向へ前記検温器と位置を異ならせて配設してあり、前述した制御器は、
切替手段によって、前記検温器から与えられる温度信号及び前記他の検温器から与えられ
る温度信号の内、前記ポンプの運転の制御に用いる温度信号を切り替えるようにしてある
。これによって、貯湯槽に貯蔵される有効温度の湯水の容量を、貯湯槽の天井部から対応
する検温器が取付けられた高さ位置までの容量にそれぞれ変更させることができる。
【００６４】
　この切替手段には、検温器及び／又は他の検温器に対応して、任意の切替時刻を設定す
ることができる切替時刻設定手段と、時刻を計測する時計とが設けてあり、切替手段は、
時計が計測した時刻と切替時刻設定手段で設定された時刻とが一致したとき、対応する検
温器から与えられる温度信号に切り替える。例えば、相対的に低い高さ位置の検温器と切
替時刻設定手段とを対応付けておき、給湯量が多い時刻を切替時刻設定手段によって設定
しておく。そして、切替手段は、時計が計測した時刻と、切替時刻設定手段によって設定
された時刻とが一致した場合、相対的に低い高さ位置の検温器から与えられた温度信号に
切り替える。これによって、給湯量が多い時間帯に、貯湯槽に貯蔵される有効温度の湯水
の容量を多くすることができる。
【００６５】
　一方、原水用検温器によって給水管で貯湯槽に供給される原水の温度を検出し、切替手
段は、原水用検温器が検出した原水の温度及び予め設定された基準温度以下の場合、相対
的に低い高さ位置の検温器から与えられた温度信号に切り替え、原水用検温器が検出した
原水の温度及び予め設定された基準温度を超える場合、相対的に高い高さ位置の検温器か
ら与えられた温度信号に切り替える。
【００６６】
　以下、本発明に係る実施例の内容を図面に基づいて詳述する。
【実施例１】
【００６７】
　図１は本発明に係る給湯装置の構成を示す模式図であり、図中、１は貯湯槽である。貯
湯槽１は、縦に配した円筒状の本体１０ａの上下端を部分球形状の天井部１０ｂ及び底部
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１０ｃで封止してなる竪型の槽本体１０を備えており、貯湯槽１の底部１０ｃには複数の
脚部が設けてある。本体１０ａであって底部１０ｃ近傍の位置には、水道水等の原水を供
給する給水管５０が連結してあり、該給水管５０から貯湯槽１内に原水が加圧供給される
。これによって、貯湯槽１内が加圧状態に維持されている。
【００６８】
　また、貯湯槽１には、貯湯槽１内の貯蔵水を昇温すべく取水する取水管５３の一端が、
前述した給水管５０の連結位置と対向配置してあり、該取水管５３の他端は、無圧型又は
減圧型等の加熱器４０の入水口に連結してある。この取水管５３の中途位置には、貯湯槽
１内の貯蔵水を加熱器４０へ給送するポンプ４１が介装してある。また、加熱器４０には
、加熱昇温した湯水を出水する出水口が設けてあり、該出水口には、前記貯湯槽１へ湯水
を注入する注湯管５４の一端が連結してある。注湯管５４の他端は、貯湯槽１の本体１０
ａであって天井部１０ｂ近傍の位置に連結してあり、また、注湯管５４の中途には自動空
気抜き弁６１が介装してある。これによって、貯湯槽１内の貯蔵水を加熱・昇温する循環
路が形成されている。
【００６９】
　前述した加熱器４０には、気体又は液体の燃料を供給する燃料用管４６が連結してある
。また、加熱器４０にも給水管５０がバルブを介して連結してあり、必要に応じて給水管
５０から加熱器４０内に、原水が供給されるようになっている。更に、加熱器４０には排
水管が連結してあり、内部水を排水し得るようになっている。
【００７０】
　一方、貯湯槽１の天井部１０ｂ中央には、該貯湯槽１内に貯えられた湯水を使用場所へ
供給する給湯管５１が連結してあり、貯湯槽１内の湯水は内部圧力によって給湯管５１内
へ吐出される。この給湯管５１には、蛇口・シャワーヘッド等に連通する複数の枝管が連
結してあり、給湯管５１内を通流する湯水は各枝管へ供給される。蛇口・シャワーヘッド
等及び前述した枝管が連結する各連結部には、前述した給水管５０に連通する枝管も接続
してあり、各連結部内で湯水と原水とを混合することによって、所要の温度の湯水を使用
し得るようにしてある。
【００７１】
　前記給湯管５１は返湯管５２に連通しており、該返湯管５２は貯湯槽１の本体１０ａの
前記注湯管５４の連結位置と対向する位置に固着してある。この返湯管５２の中途には返
湯用ポンプが介装してあり、返湯管５２内の湯水は返湯用ポンプによって貯湯槽１内へ還
流される。このように、貯湯槽１内の湯水が給湯管５１及び返湯管５２によって循環され
ているため、前述した枝管へ適宜温度の湯水を供給することができる。
【００７２】
　ところで、貯湯槽１の天井部１０ｂには膨張管５６の一端が連結してあり、膨張管５６
の他端は、三叉連結部材を介して、密閉式の膨張タンク６０及び排水管に各別に連結して
ある。そして、貯湯槽１内の湯温上昇による膨張によって溢れた湯水は、膨張管５６を通
って膨張タンク６０内に一時的に貯えられるようになっている。また、膨張管５６の中途
には逃し弁６２が介装してあり、該逃し弁６２は、貯湯槽１内が規定圧力になったとき作
動して、内部圧力を逃がすようになっている。
【００７３】
　一方、貯湯槽１の底部１０ｃには、貯蔵水の温度が所定温度以下になったときオン（又
はオフ）するサーモスタット４２の検温器４３が、該底部１０ｃの壁面を貫通する態様で
取り付けてあり、該サーモスタット４２がオン（又はオフ）した場合、ポンプ４１が作動
するようになっている。
【００７４】
　図２は図１に示した貯湯槽１の縦断面図である。なお、図中、図１に示した部分に対応
する部分には、同じ番号を付してその説明を省略する。図２に示した如く、貯湯槽１の天
井部１０ｂの中央には、槽内に連通する筒状の給湯口２が突設してあり、該給湯口２には
前述した給湯管５１（図１参照）が連結されるようになっている。
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【００７５】
　一方、貯湯槽１内の天井部１０ｂ及び底部１０ｃ近傍の位置には、有底筒状の第１上側
整流器１１及び第１下側整流器１２が、それぞれ開口を天井部１０ｂ及び底部１０ｃに向
けて、その中心軸を貯湯槽１の中心軸と一致させて配設してあり、第１上側整流器１１の
開口端と天井部１０ｂの内面との間及び第１下側整流器１２の開口端と底部１０ｃの内面
との間には適宜寸法の間隙がそれぞれ形成してある。
【００７６】
　貯湯槽１の本体１０ａであって天井部１０ｂ近傍の位置には、第１上側整流器１１の口
径より小さい口径を有し、貯湯槽１を貫通する第１及び第２貫通管２５，２６が周方向へ
対向配置してあり、第１貫通管２５には本体１０ａに設けた注湯口５を介して加熱器４０
によって加熱・昇温された湯水が通流される注湯管５４が、また、第２貫通管２６には本
体１０ａに設けた返湯口６を介して返湯管５２（共に図１参照）が連結されるようになっ
ている。第１及び第２貫通管２５，２６の先端部分は、第１上側整流器１１の底部近傍の
周面をそれぞれ貫通させてあり、両貫通管２５，２６の先端は斜断して、両貫通管２５，
２６から吐出される水流が互いに衝突した後、第１上側整流器１１の底部に衝突するよう
になしてある。
【００７７】
　一方、貯湯槽１の本体１０ａであって底部１０ｃ近傍の位置には、前同様、第１下側整
流器１２の口径より小さい口径を有し、貯湯槽１を貫通する第３及び第４貫通管２３，２
４が周方向へ対向配置してあり、第４貫通管２４には本体１０ａに設けた取水口４を介し
て加熱器４０へ取水する取水管５３が、また、第３貫通管２３には本体１０ａに設けた給
水口３を介して原水を供給する給水管５０（共に図１参照）が連結されるようになってい
る。第３及び第４貫通管２３，２４の先端部分は、第１下側整流器１２の底部近傍の周面
をそれぞれ貫通させてあり、両貫通管２３，２４の先端は第１下側整流器１２の底部側に
開口が向くように斜断してある。これによって、第３貫通管２３から吐出される原水は、
その一部が第１下側整流器１２の底部に衝突し、残部が第４貫通管２３内へ直接的に流入
する一方、第４貫通管２４には、第３貫通管２３から直接的に流入される原水及び第１下
側整流器１２の底部近傍領域の水が流入する。
【００７８】
　前述した第１上側整流器１１の口径は、当該第１上側整流器１１の単位時間当りの通流
量が、第１貫通管２５又は第２貫通管２６の単位時間当りの通流量の１／４～１／１０程
度になるようにしてある。これによって、第１貫通管２５から吐出される湯水の流速、及
び第２貫通管２６から吐出される返湯水の流速が共に低下して、第１上側整流器１１の開
口から給湯口２へ向かって高い温度の湯水が緩やかに流出されるため、貯湯槽１内で対流
・撹拌を生じることが可及的に防止され、流出された湯水は貯湯槽１の天井部１０ｂから
底部１０ｃへ、順次積層される態様で、即ち、より低温の貯蔵水との界面を保った状態で
貯えられて行く。
【００７９】
　更に、第１貫通管２５及び第２貫通管２６は第１上側整流器１１の周方向へ対向配置し
てあるため、第１上側整流器１１内で、第１貫通管２５から吐出される湯水の一部と、第
２貫通管２６から吐出される返湯水の一部とが衝突して、互いに流速が低下すると共に、
第１貫通管２５から吐出される湯水の残部及び第２貫通管２６から吐出される返湯水の残
部は、第１上側整流器１１の底部に衝突して共に流速が低下するため、第１上側整流器１
１の開口から流出される湯水はより緩やかになる。また、第１貫通管２５から吐出される
湯水の温度と、第２貫通管２６から吐出される返湯水の温度との間には差があるが、両者
は第１上側整流器１１内で混合されることによって温度差が解消されるため、温度差によ
る対流の発生を回避することができる。
【００８０】
　一方、より低温の貯蔵水が、貯湯槽１内の底部１０ｃ近傍に配設した第１下側整水器１
２を介して第４貫通管２４へ取水される。このとき、前同様、第１下側整流器１２の口径
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は、当該第１下側整流器１２の単位時間当りの通流量が、第３貫通管２３又は第４貫通管
２４の単位時間当りの通流量の１／４～１／１０程度になるようにしてある。これによっ
て、貯蔵水が第１下側整流器１２内へ緩やかに流入するため、取水による貯蔵水の対流の
発生が可及的に抑制され、相対的に高温の貯蔵水と相対的に低温の貯蔵水との界面を保っ
た状態で、相対的に低温の貯蔵水を採取することができる。
【００８１】
　更に、第３貫通管２３から吐出される原水の一部が第１下側整流器１２内で、直接的に
第４貫通管２４によって取水されるため、第１下側整流器１２を介して貯湯槽１内の底部
１０ｃ近傍から取水される貯蔵水の量が少なく、従って、取水による貯蔵水の対流の発生
が更に抑制されるのに加え、第３貫通管２３から第１下側整流器１２を介して貯湯槽１内
へ直接的に供給される原水の量も低減され、原水の供給による貯蔵水の対流も抑制される
。また、第３貫通管２３から供給される原水の温度と、貯湯槽１内の底部１０ｃ近傍の貯
蔵水の温度との間には差があるが、両者は第１下側整流管１２内で混合されることによっ
て温度差が低減されるため、温度差による貯蔵水の対流を抑制することができる。
【００８２】
　従って、加熱器４０の加熱能力以内で給湯している場合、貯湯槽１内の第１下側整流器
１２の開口端位置より上方に、６５℃以上の高湯水温領域が形成され、貯湯槽１内の第１
下側整流器１２の開口端位置より下方に、２５℃未満の水温領域が形成される。そして、
貯湯槽１内の第１下側整流器１２の開口端位置に、高湯水温領域と水温領域との界面が形
成される。このように、本発明に係る貯湯槽１にあっては、貯湯槽１内のほとんどの領域
を高湯水温領域にすることができ、従来と同じ容積の貯湯槽１で有効温度の湯水をより多
量に貯蔵することができる。
【００８３】
　一方、このような給湯装置において、加熱器４０の加熱能力以上の給湯は次のように実
施される。
【００８４】
　図３は、本発明に係る給湯装置において、貯湯槽内の湯水を、加熱器の加熱能力を超え
て給湯した場合の貯湯槽内の貯蔵水の温度変化を模式的に示す図面である。なお、図中、
図２に示した部分に対応する部分には同じ番号を付してその説明を省略する。
【００８５】
　図３（ａ）に示した如く、給湯開始時にあっては、貯湯槽１内の第１下側整流器１２の
開口端位置より上方に、６５℃以上の高湯水温領域Ｒｈが形成され、貯湯槽１内の第１下
側整流器の開口端位置より下方に、２５℃未満の水温領域Ｒｗが形成されており、貯湯槽
１内の第１下側整流器の開口端位置に、高湯水温領域Ｒｈと水温領域Ｒｗとの界面が形成
されている。
【００８６】
　しかし、加熱器の加熱能力を超えた給湯が続くと、図３（ｂ）に示した如く、貯湯槽１
から吐出される給湯量に応じた量の原水が給水口３から貯湯槽１内に供給される一方、加
熱器によって加熱・昇温された湯水が注湯口５から槽内へ流入される量が、槽外へ吐出さ
れる給湯量より少ないため、高湯水温領域Ｒｈが減少し始めると共に、水温領域Ｒｗが拡
大する。
【００８７】
　更に、加熱器の加熱能力を超えた給湯が続くと、図３（ｃ）、（ｄ）及び（ｅ）に示し
た如く、高湯水温領域Ｒｈが減少する一方、前述した界面を保持しつつ、水温領域Ｒｗが
更に拡大する。しかし、これらの間、高湯水温領域Ｒｈと水温領域Ｒｗとの界面が略保た
れた状態で、高湯水温領域Ｒｈが減少するため、有効温度の湯水が供給され続ける。そし
て、図３（ｅ）に示した如く、貯湯槽１内のほとんどの領域が水温領域Ｒｗとなって、高
湯水温領域Ｒｈが消失するまで、有効温度の湯水が供給される。
【００８８】
　このように、加熱器の加熱能力を超えた給湯の開始時に、貯湯槽１内のほとんどの領域
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を占める高湯水温領域Ｒｈの略全量が、有効温度を保った状態で供給されるため、貯湯槽
１の容量を従来の貯湯槽と同じ容積にした場合は、有効温度の湯水をより長時間供給する
ことができる。
【００８９】
　図４は、本発明に係る貯湯槽及び従来の貯湯槽を用いて、加熱器の加熱能力以上の給湯
を行った場合の給湯水の温度を経時的に測定した結果を示すグラフであり、図中、（ａ）
は図２に示した本発明に係る貯湯槽を用いた場合を、（ｂ）は図５に示した従来の貯湯槽
を用いた場合を示している。また、縦軸は給湯温度を、横軸は時間をそれぞれ表している
。なお、いずれの場合も、同じ加熱能力を有する給湯装置を用い、２０００Ｌの容量の貯
湯槽から１２０Ｌ／分で給湯した。
【００９０】
　図４（ｂ）から明らかな如く、従来の貯湯槽を用いた場合、給湯水の温度は、加熱器の
加熱能力以上の給湯を開始してから略９分経過した時点で５０℃以下になり、略１７分経
過した時点で４５℃以下になっていた。これに対し、図４（ａ）から明らかな如く、本発
明に係る貯湯槽にあっては、給湯水の温度は、加熱器の加熱能力以上の給湯を開始してか
ら３５分経過した時点でも５０℃以上であった。
【００９１】
　従って、加熱器の加熱能力以上の給湯を開始してから、有効温度の湯水を供給し続け得
る能力が従来の貯湯槽と同程度でよい場合、より小さい容量の貯湯槽を設置することがで
き、貯湯槽に要する部品コストを低減することができる。
【実施例２】
【００９２】
　図５は、実施例２に係る貯湯槽の部分縦断面図であり、横型のものに適用した場合を示
している。本実施例の貯湯槽１は、横に配した円筒状の本体２０ａの両端を部分球形状の
側部２０ｂ，２０ｂで封止してなる槽本体２０を備えており、一方の側部２０ｂには槽内
を清掃するための出入口が着脱可能な扉で封止した態様で設けてある。また、貯湯槽１の
本体２０ａの底部には複数の脚部が設けてある。
【００９３】
　本体２０ａの天井部内面中央には、側面視がＵ字形状であり平面視が横長長方形状の第
２上側整流器３１が、その長辺を貯湯槽１の長手方向にして固着してあり、該第２上側整
流器３１及び本体２０ａの天井部内面によってトンネル状の流路が形成されている。また
、本体２０ａの底部内面中央には、第１上側整流器３１と同形の第２下側整流器３２が、
第２上側整流器３１に対向配置してあり、前同様、第２下側整流器３２及び本体２０ａの
底部内面によってトンネル状の流路が形成されている。
【００９４】
　本体２０ａの天井部外面中央には、前記第２上側整流器３１内に連通する筒状をなし、
図１に示した給湯管５１が連結する給湯口２が立設してあり、該給湯口２の両側には、共
に前同様、第２上側整流器３１内に連通する筒状をなし、図１に示した返湯管５２が連結
する返湯口６、及び加熱器４０によって加熱された湯水が通流する注湯管５４が連結する
注湯口５が、前記給湯口２と一列になるように互いに適宜の距離を隔てて配設してある。
そして、第２上側整流器３１の内寸は、これによって形成される流路の単位時間当りの流
量が、注湯口２又は返湯口６から第２上側整流器３１内に流入される単位時間当りの流量
の１／４～１／１０程度になるようにしてある。
【００９５】
　一方、本体２０ａの底部外面中央には、前記第２下側整流器３２内に連通する筒状をな
し、図１に示した原水を供給する給水管５０が連結する給水口３が垂設してあり、該給水
口３から適宜距離を隔てて、前同様第２下側整流器３２内に連通する筒状をなし、図１に
示した取水管５３が連結する取水口４が垂設してある。そして、第２下側整流器３２の内
寸は、これによって形成される流路の単位時間当りの流量が、給水口３から第２下側整流
器３２内に流入される単位時間当りの流量の１／４～１／１０程度になるようにしてある
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。
【００９６】
　また、本体２０ａの底部には、前述した検温器４３が取り付けてあり、該検温器４３は
本体２０ａの底部を貫通して、その先端が僅かに貯湯槽１内に突出するようにしてある。
【００９７】
　このような貯湯槽１にあっては、返湯口６及び注湯口５から第２上側整流器３１内に吐
出される湯水の流速が共に低下して、第２上側整流器３１の両開口から、本体２０ａ内の
天井部近傍の領域に、貯湯槽１の長手方向へ向かって高い温度の湯水が緩やかに流出され
るため、貯湯槽１内で対流を生じることが可及的に防止され、流出された湯水は貯湯槽１
の天井部から底部へ、順次積層される態様で、即ち、より低温の貯蔵水との界面を保った
状態で貯えられて行く。また、注湯口５から吐出される湯水の温度と、返湯口６から吐出
される返湯水の温度との間には差があるが、両者は第２上側整流器３１内で混合されるこ
とによって温度差が解消されるため、温度差による対流の発生を回避することができる。
【００９８】
　一方、給水口３から第２下側整流器３２内に吐出される湯水の流速が低下して、第２下
側整流器３２の両開口から、本体２０ａ内の底部近傍の領域に、貯湯槽１の長手方向へ向
かって低い温度の水が緩やかに流出されるため、貯湯槽１内で対流を生じることが可及的
に防止され、流出された水は本体２０ａ内の底部近傍の領域に留まる。しかも、給水口３
の近傍に取水口４が配置してあり、給水口３から第２下側整流器３２内へ吐出された原水
の一部が直接的に取水口４内へ流入するため、第２下側整流器３２を介して貯湯槽１内の
底部近傍から取水される貯蔵水の量が少なく、従って、取水による貯蔵水の対流の発生が
更に抑制されるのに加え、給水口３から第２下側整流器３２を介して貯湯槽１内へ直接的
に供給される原水の量も低減され、原水の供給による貯蔵水の対流も抑制される。また、
給水口３から供給される原水の温度と、貯湯槽１内の底部近傍の貯蔵水の温度との間には
差があるが、両者は第２下側整流管３２内で混合されることによって温度差が低減される
ため、温度差による貯蔵水の対流を抑制することができる。
【００９９】
　従って、加熱器４０（図１参照）の加熱能力以内で給湯している場合、貯湯槽１内の底
部を除く略全領域に、６５℃以上の高湯水温領域が形成され、僅かに貯湯槽１内の底部に
、２５℃未満の水温領域が形成され、両者の界面が形成される。一方、加熱器４０（図１
参照）の加熱能力以上の給湯が負荷された場合、前記界面が略保たれた状態で高湯水温領
域の湯水が給湯口２から給湯されるため、高湯水温領域の湯水が略全量、貯湯槽１から吐
出されるまで、有効温度の湯水が供給され続ける。
【０１００】
　なお、本実施例では、トンネル状の第２上側整流器３１及び第２下側整流器３２を配設
してあるが、本発明はこれに限らず、給湯口２、返湯口６及び注湯口５の近傍に板状部材
を対向配置してなる第２上側整流部材、及び給水口３及び取水口４の近傍に板状部材を対
向配置してなる第２下側整流部材を配設してもよい。
【実施例３】
【０１０１】
　図６は、実施例３に係る給湯装置の構成を示す模式図であり、有効温度の湯水の貯蔵容
量を可変にしてある。なお、図中、図１に示した部分に対応する部分には同じ番号を付し
て、その説明を省略する。
【０１０２】
　図６に示した如く、本実施例にあっては、貯湯槽１の底部１０ｃに取付けた検温器４３
とは別に、当該検温器４３より高い位置である本体１０ａに、貯湯槽１内の湯水の温度を
検出する１又は複数の（図８にあっては２つ）の第２検温器４４及び第３検温器４５が高
さ方向へ位置を異ならせて取り付けてあり、検温器４３、第２検温器４４及び第３検温器
４５が検出し湯水の温度は、ポンプ４１のオン・オフを制御すべく前述したサーモスタッ
ト４２（図１参照）を内蔵する制御盤３５に与えられるようになっている。
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【０１０３】
　図７は、図６に示した制御盤３５の構成例を示す模式的正面図である。制御盤３５には
、当該制御盤３５への電力の供給／停止を切り替える電源スイッチ３５１が設けてあり、
更に、現時刻を表示する時計３５２が設けてある。また、前述した検温器４３、第２検温
器４４及び第３検温器４５が検出し湯水の温度を表示する複数（図７では３つ）の温度表
示器３５９，３５９，３５９も設けてある。
【０１０４】
　制御盤３５には、第３検温器４５の検温結果による制御を中断して、第３検温器４５よ
り下側に取付けた第２検温器４４の検温結果による制御を開始する時刻を設定する第１時
刻設定器３５３、及び第２検温器４４の検温結果によるによる制御を中断して、第３検温
器４５の検温結果による制御を開始する時刻を設定する第２時刻設定器３５４を備えるタ
イマ３５７が設けてあり、タイマ３５７には、設定した時刻をセットするセットボタン３
５５、及びセットした時刻を解除するリセットボタン３５６等も設けてある。
【０１０５】
　なお、本実施例では、第１時刻設定器３５３は、第３検温器４５の検温結果によるによ
る制御を中断して、第２検温器４４の検温結果による制御を開始する時刻を設定するよう
にしてあり、第２時刻設定器３５４は、第２検温器４４の検温結果によるによる制御を中
断して、第３検温器４５の検温結果による制御を開始する時刻を設定するようにしてある
が、本発明はこれに限らず、それらと反対、即ち、第１時刻設定器３５３は、第２検温器
４４の検温結果によるによる制御を中断して、第３検温器４５の検温結果による制御を開
始する時刻を設定するようにし、第２時刻設定器３５４は、第３検温器４５の検温結果に
よるによる制御を中断して、第２検温器４４の検温結果による制御を開始する時刻を設定
するようにしてもよい。また、第１時刻設定器３５３及び／若しくは第２時刻設定器３５
４に代えて、又は第１時刻設定器３５３及び第２時刻設定器３５４に加えて、前述した検
温器４３の検温結果による制御を開始する時刻を設定する他の時刻設定器を設けるように
してもよい。
【０１０６】
　また、制御盤３５には、切替スイッチ４００が回動可能に取り付けてあり、該切替スイ
ッチ４００によって、検温器４３の検温結果による制御を行う第１位置（「最下」）４０
１、第２検温器４４の検温結果によるによる制御を行う第２位置（「下」）４０２、第３
検温器４５の検温結果による制御を行う第３位置（「上」）４０３、タイマ３５７の設定
時間で制御対象の検温器を変更する第４位置（「タイマ」）４０４に切り替えることがで
きるようになっている。
【０１０７】
　このような制御盤３５にあっては、切替スイッチ４００が、第１位置４０１から第３位
置４０３のいずれかに切り替えられた場合、対応する検温器４３～４５の検温値が所定温
度以下になったとき、内蔵するサーモスタットがオン（又はオフ）して、ポンプ４１を作
動させる。
【０１０８】
　一方、制御盤３５は、切替スイッチ４００が第４位置４０４に切り替えられた場合、タ
イマ３５７で設定された時刻と時計３５２が計測した時刻とが一致したとき、対応する第
２検温器４４又は第３検温器４５の検温値が入力されるように切り替え、入力された検温
値が所定温度以下になったとき、内蔵するサーモスタットがオン（又はオフ）して、ポン
プ４１を作動させる。
【０１０９】
　ところで、給湯装置を設置する施設、例えば銭湯にあっては、営業時間帯内で湯水の使
用量が変動するため、その変動に応じて、湯水の使用量が少ない時間帯では、貯湯槽１内
において、有効温度の湯水の貯蔵容量を小さくし、湯水の使用量が多い時間帯では、貯湯
槽１内において、有効温度の湯水の貯蔵容量を大きくするようにすれば、原水の加熱に要
する燃料コストを可及的に低減することができ、給湯装置のランニングコストを小さくす
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ることができる。
【０１１０】
　本実施例に係る給湯装置にあっては、前述した如く貯湯槽１内で高湯水温領域と水温領
域との界面を維持した状態で給湯、取水及び給水を行うことができるのに加え、検温器４
３～４５及び切替スイッチ４００を設けてなる制御盤３５を備えるため、切替スイッチ４
００が、第１位置４０１から第３位置４０３のいずれかに切り替えることによって、貯湯
槽１に貯蔵される有効温度の湯水の容量は、貯湯槽１の天井部１０ｂから対応する検温器
４３～４５が取り付けられた高さ位置までの容量にそれぞれ変更させることができる。
【０１１１】
　従って、前記施設において、湯水の使用量が多い時間帯では、管理者が切替スイッチ４
００を第１位置４０１又は第２位置４０２に切り替えることによって、貯湯槽１に貯蔵さ
れる有効温度の湯水の容量を大きくし、湯水の使用量が少ない時間帯では、管理者が切替
スイッチ４００を第２位置４０２又は第３位置４０３に切り替えることによって、貯湯槽
１に貯蔵される有効温度の湯水の容量を小さくすることができる。一方、管理者が予め切
替スイッチ４００を第４位置４０４に切り替えておいた場合、タイマ３５７でセットした
時刻に応じて、貯湯槽１に貯蔵される有効温度の湯水の容量を大小変更することができる
。
【実施例４】
【０１１２】
　ところで、このような貯湯槽１に貯蔵すべき有効温度の湯水の容量の変動は、営業時間
帯内のみならず、季節によっても生じる。即ち、冬季では、原水の温度が低いため、適宜
量の高温の湯水に少量の原水を混合することで所要量の適温の湯水にすることができ、従
って相対的に湯水の使用量が増大して、貯湯槽１から吐出される給湯量が多い。一方、夏
季では、原水の温度が高いため、少量の高温の湯水でも原水を混合させることで所要量の
適温の湯水を得ることができ、従って相対的に湯水の使用量が減少し、貯湯槽１から吐出
される給湯量が少ない。そこで、本実施例に係る給湯装置では、前同様、手動で、貯湯槽
１に貯蔵される有効温度の湯水の容量を切り替えることができるのに加え、原水の温度に
基づいて自動で、貯湯槽１に貯蔵される有効温度の湯水の容量を切り替えることができる
ようにしてある。
【０１１３】
　図８は、実施例４に係る給湯装置の構成を示す模式図であり、図９は、図８に示した制
御盤３５ａの構成例を示す模式的正面図である。なお、両図中、図６及び図７に示した部
分に対応する部分には同じ番号を付してその説明の一部又は全部を省略する。
【０１１４】
　図８及び図９に示した如く、本実施例に係る給湯装置にあっては、貯湯槽１における原
水の給水口又は原水の給水管５０の適宜位置に原水の温度を検出する原水用検温器４９が
配設してあり、原水用検温器４９が検出した原水の温度は、制御盤３５ａに与えられるよ
うになっている。
【０１１５】
　制御盤３５ａには基準温度を設定するための温度設定器３５８が設けてあり、温度設定
器３５８によって適宜の基準温度を設定し得るようになっている。また、制御盤３５ａに
は、切替スイッチ４００が回動可能に取り付けてあり、該切替スイッチ４００によって、
検温器４３の検温結果による制御を行う第１位置（「最大」）４０１、第２検温器４４の
検温結果によるによる制御を行う第２位置（「冬」）４０２、第３検温器４５の検温結果
による制御を行う第３位置（「夏」）４０３、原水用検温器４９の検出値に基づいて制御
対象の検温器を変更する第４位置（「自動」）４０４に切り替えることができるようにな
っている。
【０１１６】
　このような制御盤３５ａにあっては、切替スイッチ４００が、第１位置４０１から第３
位置４０３のいずれかに切り替えられた場合、対応する検温器４３～４５の検温値が所定
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温度以下になったとき、内蔵するサーモスタットがオン（又はオフ）して、ポンプ４１を
作動させる。
【０１１７】
　一方、制御盤３５ａは、切替スイッチ４００が第４位置４０４に切り替えられた場合、
原水用検温器４９が検出した原水の温度が温度設定器３５８で設定された基準温度以下の
とき、第２検温器４４の検温値が入力されるように切り替え、原水用検温器４９が検出し
た原水の温度が温度設定器３５８で設定された基準温度を超えたとき、第３検温器４５の
検温値が入力されるように切り替え、入力された検温値が所定温度以下になったとき、内
蔵するサーモスタットがオン（又はオフ）して、ポンプ４１を作動させる。
【０１１８】
　これによって、原水の温度が高い夏季では、第３検温器４５の検温値に基づいてポンプ
４１を作動制御が実施されるため、貯湯槽１に貯蔵される有効温度の湯水の容量を小さく
することができ、原水の温度が低い冬季では、第２検温器４４の検温値に基づいてポンプ
４１を作動制御が実施されるため、貯湯槽１に貯蔵される有効温度の湯水の容量を大きく
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明に係る給湯装置の構成を示す模式図である。
【図２】図１に示した貯湯槽の縦断面図である。
【図３】本発明に係る給湯装置において、貯湯槽内の湯水を、加熱器の加熱能力を超えて
給湯した場合の貯湯槽内の貯蔵水の温度変化を模式的に示す図面である。
【図４】本発明に係る貯湯槽及び従来の貯湯槽を用いて、加熱器の加熱能力以上の給湯を
行った場合の給湯水の温度を経時的に測定した結果を示すグラフである。
【図５】実施例２に係る貯湯槽の部分縦断面図である。
【図６】実施例３に係る給湯装置の構成を示す模式図である。
【図７】図６に示した制御盤の構成例を示す模式的正面図である。
【図８】実施例４に係る給湯装置の構成を示す模式図である。
【図９】図８に示した制御盤の構成例を示す模式的正面図である。
【図１０】従来の給湯装置の構成を示す模式図である。
【図１１】図１０に示した貯湯槽の縦断面図である。
【図１２】従来の貯湯槽内の湯水を、加熱器の加熱能力を超えて給湯した場合の貯湯槽内
の貯蔵水の温度変化を模式的に示す図面である。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　　　貯湯槽
　２　　　給湯口
　３　　　給水口
　４　　　取水口
　５　　　注湯口
　６　　　返湯口
　１０　　槽本体
　１０ａ　本体
　１０ｂ　天井部
　１０ｃ　底部
　１１　　第１上側整流器
　１２　　第１下側整流器
　２０　　槽本体
　２０ａ　本体
　２０ｂ　側部
　２３　　第３貫通管



(18) JP 4132054 B2 2008.8.13

10

　２４　　第４貫通管
　２５　　第１貫通管
　２６　　第２貫通管
　３１　　第２上側整流器
　３２　　第２下側整流器
　３５　　制御盤
　４０　　加熱器
　４１　　ポンプ
　４２　　サーモスタット
　４３　　検温器
　４４　　第２検温器
　４５　　第３検温器
　４９　　原水用検温器
　５０　　給水管
　５１　　給湯管
　５２　　返湯管
　５３　　取水管
　５４　　注湯管

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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